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次
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示

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜

産

課)

…

�

○
使
用
の
許
可
に
係
る
漁
港
施
設
の
指
定

(

漁
港
漁
場

整

備

課)

…

�

○
道
路
の
区
域
の
変
更

(
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路

課)
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�

○
道
路
の
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用
の
開
始
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同

)

…

�

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

河
川
砂
防
課)

…

�

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

…

�

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定

(

出

納

課)

…

�

公

告

○
入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可

(

林

政

課)

…

�

正

誤

○
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
号
外
第
五
十
二
号
条
例
中

(

税

務

課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

青
森
県
漁
港
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
指
定
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
港
の
名
称
及
び
指
定
施
設

二

指
定
の
適
用
期
間

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日
か
ら
廃
止
の
日
ま
で
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
七
戸
町

平
成

��･

�･

��

漁
港
の
名
称

指

定

施

設

	
田
漁
港

船
揚
場
の
う
ち
別
図
に
示
す
漁
港
施
設

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
六
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

権
現
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
権
現
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平

成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

第
四
条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事

項
次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

二

富
萢
二
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
富
萢
二
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
西
目
屋
二
ツ
井
線

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
四
〇
の
二

か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
二
五
ま
で

平
成
��･

�･
��

� �

２ １ 図
面
番
号

県

道

国

道

道
路
の

種

類

西
目
屋
二
ツ

井
線

一
〇
四
号

路
線
名

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
四
〇
の
二
か
ら

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
砂
子
瀬
字
宮
元
二
五
ま
で

三
戸
郡
田
子
町
大
字
夏
坂
字
夏
坂
一
四
五
の
一
か
ら

三
戸
郡
田
子
町
大
字
関
字
北
来
満
山
一
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

三
三
一
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

三
二
七
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

四
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(
図
面
省
略)

三

富
萢
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
富
萢
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

四

富
萢
三
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
富
萢
三
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

五

富
萢
四
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
富
萢
四
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

六

花
林
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
花
林
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

七

向
町
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
向
町
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

八

富
萢
五
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
富
萢
五
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)
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九

清
水
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
清
水
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(
図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十

屏
風
山
一
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
屏
風
山
一
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
一

屏
風
山
四
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
屏
風
山
四
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
二

中
林
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
中
林
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
三

潟
上
一
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
潟
上
一
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
四

潟
上
二
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
潟
上
二
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
五

屏
風
山
三
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
屏
風
山
三
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

青 森 県 報�����	
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２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
六

若
林
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
若
林
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

十
七

屏
風
山
二
号
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
屏
風
山
二
号
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

１

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

２

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

３

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四

条
の
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
面
の
と
お
り

(

図
面
省
略)

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

深
沢
土
砂
災
害
警
戒
区
域

一

指
定
の
区
域

つ
が
る
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
図
面
に
示
す
区
域

(

図
面
省
略)

二

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

む
つ
市
大
畑
町
湊
村
八
八

田
村
商
事
株
式
会
社

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

上
北
郡
野
辺
地
町
字
二
本
木
一
二
の
二

公

告
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入
会
林
野
整
備
計
画
の
認
可

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二

十
六
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
�
田
村
瀬
辺
地
地
区
入
会
林
野
整
備
組
合
に
係
る
瀬

辺
地
地
区
入
会
林
野
整
備
計
画
を
平
成
二
十
年
五
月
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

正

誤
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号
外
第
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二
号

発
行
年
月
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発
行
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号

条

例

区

分

第
四
七
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

下 段

��

行

法
律
第

号
誤

法
律
第
二
十
一
号

正

税

務

課
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


